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１ 県内勤労者の月間現金給与総額 

 

「毎月勤労統計調査」によると、令和元年の５人以上規模事業

所で働く常用労働者の一人平均月間現金給与総額は、長野県が

298,346 円（前年比*2.3％減少）、全国が 322,612 円となっている。 

県内の産業別月間現金給与総額（５人以上規模）をみると、金

額の高い順に「情報通信業」が 420,726 円、「教育・学習支援業」

が 415,362 円、「金融業,保険業」が 412,818 円となっている。 

金額の少ない順では、「宿泊業,飲食サービス業」で 134,330 円、

「生活関連サービス業,娯楽業」で 195,241 円、「サービス業（他

に分類されないもの）」で 199,756 円となっている。 

                                                  
* 前年比は、平成 27 年平均値を基準とする指数比較により算出した対前年増減率。 

Ⅲ 賃金・諸手当 

【用語の解説】 

常用労働者 期間を定めずに又は１か月を超える期間を定めて雇用さ

れる者 

現金給与額 賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働

の対価として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会

保険料等を差し引く以前の金額 
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１）月間現金給与総額の推移（全国、長野県・平成 26～令和元年、事業所規模 5人以上） 

 

２）産業別月間現金給与総額（長野県・令和元年、事業所規模 5人以上） 

 資料：「毎月勤労統計調査地方調査」長野県情報政策課統計室 

   「毎月勤労統計調査」厚生労働省 
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２ 県内小規模事業所（1 人～4 人規模）の現金給与額 

 

「毎月勤労統計調査特別調査」によると、令和元年 7 月におけ

る一人平均きまって支給する現金給与額は、長野県は 198,594 円

（前年比 0.7％減少）、全国は 197,196 円（同 0.9％増加）となっ

ている。 

男女別では、男性が 257,384 円（前年比 2.2％減少）、女性は

149,900 円（前年比 8.4％増加）となっている。 

また、主な産業別にみると、「建設業」が233,560円（前年比12.1％

減少）、「製造業」が 223,087 円（同 18.1％増加）、「卸売業,小売業」

が 199,503 円（同 2.6％増加）、「医療,福祉」が 198,938 円（同 7.1％

増加）となっている。 

平成 30 年 8 月から令和元年 7 月までの１年間に、賞与など特別

に支払われた現金給与額（勤続１年以上）についてみると、長野

県では 281,180 円（前年比 0.3%減少）、全国では 247,634 円（同

5.1％増加）となっている。 

主な産業別にみると、「医療,福祉」が 401,104 円（前年比 0.5％

減少）、「卸売業,小売業」が 310,715 円（同 16.5％増加）、「建設業」

が 199,401 円（同 13.4％減少）、「製造業」が 307,815 円（同 90.1％

増加）となっている。 

30 人以上規模事業所の一人平均きまって支給する現金給与額を

100 とし、事業所規模間の格差をみると、1 人～4 人規模事業所は

調査産業計で 72.9 となっている。主な産業別にみると、格差が最

も大きいのは「医療、福祉」で 74.0 となっている。 
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１）主要産業別・性別一人平均きまって支給する現金給与額 

（長野県・令和元年、事業所規模 1人～4人） 

２）主要産業別一人平均特別に支払われた現金給与額 

（長野県・令和元年、事業所規模 1人～4人） 

 

３）主要産業別一人平均きまって支給する現金給与額の事業所規模間格差 

（長野県・令和元年） 

 

（円） 

規 模 間 格 差
(30人以 上＝ 100 ）

1人～4人 30人以上 1人～4人
円 円

調 査 産 業 計 198,594 272,240 72.9

建 設 業 233,560 357,073 65.4

製 造 業 223,087 312,675 71.3

卸 売 業 , 小 売 業 199,503 192,457 103.7

医 療 , 福 祉 198,938 268,809 74.0

主 な 産 業
事 業 所 規 模

(注）　規模５～29人及び30人以上は、毎月勤労統計調査全国及び地方調査の令和元年7月分結果の「き
まって支給する給与」である。
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３ 所定内賃金額 

 

厚生労働省の「令和元年賃金構造基本統計調査」によると、県

内10人以上規模民営事業所で働く一般労働者の、令和元年6月30日

現在の所定内給与額は、男性が310,500円（前年比4,800円、1.6％

増加）、女性が228,800円（同3,400円、1.5％増加）となっている。 

年齢階層別の所定内給与を見ると、賃金のピークは男性が55～

59歳層で387,400円、女性は50～54歳層で247,500円となっている。 

主な産業別の所定内給与額は、男性では「金融業，保険業」で

401,100円、「医療・福祉業」で360,500円、「情報通信業」で357,800

円となっている。 

女性では「情報通信業」で286,700円、「医療,福祉」で255,800

円、「学術研究，専門・技術サービス業」で253,900円となってい

る。 

【用語の解説】 

一般労働者 「短時間労働者」以外の者をいう。 

短時間労働者 同一事業所の一般の労働者より１日の所定労働時間が

短い又は１日の所定労働時間が同じでも１週の所定労働日数が少な

い労働者をいう。 

所定内給与額 労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算

定方法により６月分として支給された現金給与額（きまって支給す

る現金給与額）のうち、超過労働給与額（①時間外勤務手当、②深

夜勤務手当、③休日出勤手当、④宿日直手当、⑤交替手当として支

給される給与をいう。）を差し引いた額で、所得税等を控除する前の

額をいう。 
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１）男女別・年齢階層別所定内給与額（長野県・令和元年、事業所規模 10 人以上） 

 

２）男女別・産業別所定内給与額（長野県・令和元年、事業所規模 10 人以上） 

 

資料：「令和元年賃金構造基本統計調査」厚生労働省 
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４ 学卒者の初任給 

 

厚生労働省の「令和元年賃金構造基本統計調査（初任給）」によ

ると、令和元年４月採用の新規学卒者の初任給は、男性の場合は

大学院修士課程修了で230,200円（前年比0.04％減少）、大学卒で

201,700円（同1.6％増加）、高専・短大卒で175,100円（同0.6％減

少）、高校卒で166,800円（同1.5％増加）となっている。女性の場

合は大学院修士課程修了で231,800円（同4.0％増加）、大学卒で

197,400円（同0.2％減少）、高専・短大卒で176,300円（同2.5％増

加）、高校卒で162,100円（同0.06％減少）となっている。 

 

大学卒の初任給額を産業別にみると、金額の高い順に男性は「学

術研究,専門・技術サービス業」で259,000円、「建設業」で208,800

円、「金融業,保険業」で208,100円となっており、女性は「情報通

信業」で218,700円、「建設業」で208,900円、「金融業,保険業」で

203,600円となっている。 

【用語の解説】 

初任給 通常の所定労働時間、日数を勤務した新規学卒者の６月分

所定内給与額（所定内労働時間に対して支払われる賃金であっ

て、基本給のほか諸手当が含まれているが、超過労働給与額は含

まれていない。）から通勤手当を除いたもの。 
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１）男女別・卒業区分別初任給（長野県・令和元年） 

初任給額　（円） 対前年増減 率 （ ％）

166,800 1.5

162,100 △ 0.06

175,100 △ 0.6

176,300 2.5

201,700 1.6

197,400 △ 0.2

230,200 △ 0.04

231,800 4.0

大学卒

区 分

高校卒

大学院
修士課程

修了

男 性

女 性

男 性

女 性

男 性

女 性

高専・
短大卒

男 性

女 性

 

２）大学卒の産業別初任給額（全国、長野県・令和元年） 

 

資料：「令和元年賃金構造基本統計調査（初任給）」厚生労働省 
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５ 春季賃上げ妥結状況 

 

県労働雇用課が民間労働組合を対象に行った「2020年春季賃上

げ要求･妥結状況調査」によると、2020年の賃上げ妥結額（定期昇

給分含む）は3,811円(賃上率1.53％)で、前年より577円減少とな

っており、平均妥結額及び平均賃上率は、ともに前年を下回る結

果となった。 

主な産業をみると、賃上げ額の高い順では、「医療・福祉」が6,593

円（賃上げ率2.58％）、「サービス業等」が5,133円（同2.01％）、「電

気・ガス」が4,700円（同1.78％）となっている。一方、賃上げ額

の低い順では、「印刷・同関連」が833円（賃上げ率0.39％）、「運

輸業」が2,494円（同1.14％）、「建設業」が3,074円（同0.99％）

となっている。 

妥結内容の詳細について、妥結内容の状況が分かる組合のうち、

ベースアップを実施した組合は40.7％にあたる77組合で、割合に

して前年同期を23.7ポイント下回った。 

 

賃上げ妥結額の推移をみると、平成20年のリーマンショック直

後に大きく減少したものの、その後は高水準を維持してきた。2019

年以降、2年連続で減少したが、景気が回復基調であった平成26年

と同水準を保持している。 

【用語の解説】 

賃上げ妥結額 定期昇給及びベースアップ等による、１人当たりの月額

所定内賃金の平均引き上げ額。 

定期昇給 あらかじめ就業規則等で定められた制度に従って行われる

昇給のこと。 

ベースアップ 賃金表（学歴、年齢、勤続年数、職務、職能などにより

賃金がどのように定まっているかを表にしたもの）の改定により賃金

水準を引き上げること。 
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１）産業別春季賃上げの妥結額（長野県・2020年） 

 

２）春季賃上げの妥結額及び賃上率の推移（長野県・平成 22～2020 年） 

資料：「2020 年春季賃上げ要求・妥結状況調査」長野県労働雇用課 
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６ 夏季・年末一時金妥結状況 

 

賃金には、毎月の定期給与のほかに臨時に支払われる給与とし

て、一般的にボーナス、賞与、夏季・年末一時金、期末手当など

と呼ばれているものがある。 

県労働雇用課による民間労働組合を対象とした調査によると、

令和２年の県内の常用労働者の夏季一時金の妥結額は434,819円

（1.73ｹ月、前年比43,160円減少）、年末一時金の妥結額は447,134

円（1.80ｹ月、同30,747円減少）であった。年間では881,953円と

なり、前年を73,907円下回っている。 

夏季一時金の産業別の妥結額をみると、多い順に「建設業」

665,356円、「電気・ガス」627,259円、「情報通信機器製造業」587,755

円となっている。 

同じく産業別の年末一時金の妥結額は、「建設業」720,322円、「電

気・ガス」639,233円、「情報通信機器製造業」579,143円となって

いる。 

妥結額の前年比率をみると、夏季は9.0％減少、年末は6.4％減

少となっている。 
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１）産業別夏季・年末一時金の妥結額（長野県・令和２年） 

 

２）夏季・年末一時金の妥結額及び前年比率の推移（長野県・平成23～令和２年） 

 

 

 

 

 

 

夏 季 

年 末 

資料：「夏季・年末一時金要求妥結状況調査」長野県労働雇用課 
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７ 最低賃金 

 

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定

め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなら

ないとする制度である。 

最低賃金には、地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金の２

種類があり、決定にあたっては、毎年中央最低賃金審議会から示

される引き上げ額の目安を参考にしながら、①地域における労働

者の生計費、②労働者の賃金、③通常の事業の賃金支払い能力を、

地域の実情を踏まえながら総合的に勘案し、地方最低賃金審議会

の調査審議を経て決定される。 

最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・ア

ルバイトなど、雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者

とその使用者に適用される。（ただし、使用者が都道府県労働局長

の許可を受けることを条件としてのみ、個別に最低賃金減額の特

例が認められている。） 

また、最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な

賃金である。 

 

【最低賃金の対象となる賃金の例】 

←この部分が

　最低賃金の

　対象

※諸手当のうち、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の対象となりません。

時間外勤務手当

基本給

諸手当※

休日出勤手当

深夜勤務手当

賃金 定期給与

臨時の賃金

賞与など

所定内給与

所定外給与
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＜地域別最低賃金＞ 

 時間額 効力発生日 

長 野 県 最 低 賃 金    ８４９ 円 R2.10.1 

 

＜特定（産業別）最低賃金＞   

 時間額 効力発生日 

計量器・測定器・分析機器・試

験機、医療用機械器具・医療用

品、光学機械器具・ﾚﾝｽﾞ、電子

部品・ﾃﾞﾊﾞｲｽ・電子回路、電気

機械器具、情報通信機械器具、

時計・同部分品、眼鏡製造業 

  ８９４ 円 

（８９２円） 

R2.12.4 

（R1.11.27） 

はん用機械器具、生産用機械器

具、業務用機械器具、自動車・

同附属品、船舶製造・修理業,

船用機関製造業 

  ９０５ 円 

（９０３円） 

R2.12.11

（R1.11.27） 

各 種 商 品 小 売 業 

（注）衣・食・住にわたる各種の商

品を一括して一事業所で小売する事

業所であって、その事業所の性格上

いずれが主たる販売商品であるか判

別できない場合が該当します。（例：

百貨店、デパート、衣食住にわたっ

て小売する総合スーパー、ミニスー

パー等） 

８５７ 円 

（８５５円） 

R2.12.31

（R1.12.31） 

印 刷 、 製 版 業 ８５０ 円 R1.12.31 

 資料：長野労働局 


